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白川 （しらかわ ）地区 

まちづくり協議会だより 

皆 さ ん お 元 気 で す か ！ 
・上白木  24 世帯 
・下白木  82 世帯 

・小川   118 世帯 
白川地区の世帯数（令和 5 年 4 月末現在） 

 

 

 

閲覧ください！『白川地区まちづくり協議会ホームページ』 

ＵＲＬは「白川地区まちづくり

協議会」で検索して下さい。下記に

もＵＲＬ、ＱＲコードが記載され

ています。白川地区の方々に有用

な情報を今後も掲載して参ります

のでどうぞ宜しくお願いします。 

昨年 11月実施のアンケート結果より、次のようなことがわかりました。 

1. なぜ、紙ベースにするのか？    

⇒ ホームページ閲覧していない方が多いから。 

2. なぜ、各ご家庭に配布するのか？  

⇒ まちづくり協議会の活動をご存知ない方が多いから。 

3. まちづくり協議会とは？ 

⇒ かつての白川地区コミュニティーから名称を変更し、2015（平成 27）年 5 月、

『 白川地区まちづくり協議会 』となりました。 

4. まちづくり協議会はどのようなメンバー（組織）で構成されているのか？ 

⇒ メンバー数は 30 余名（顧問、会長、3 自治会長・副自治会長、4 部長、白川小校

長、教頭、消防団、老人クラブ・婦人会長、愛好会・子ども会・PTA 各会長副会長、亀

中役員、民生委員、福祉委員、防犯委員、補導委員、郵便局長、農協店長、事務局） 

 

 
「A4 紙ベース」まち協だより発刊にあたり 

お知らせ！ 今年度 5月より毎月各ご家庭にお届けしてまいります‼ 

活動の様子を A4 紙ベースで毎月各ご家庭に届けさせていただきますので是非お楽

しみください。 なお、ホームページは引き続きアップして参りますので、パソコン、

スマホをお持ちの方は下記をご参考にご覧ください。     

https://xsshirakawa.xsrv.jp/kameyama-mie/
https://xsshirakawa.xsrv.jp/kameyama-mie/2022/11/30/11-30%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e3%80%8e%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e4%bd%8f%e6%b0%91%e3%81%8c%e3%82%88%e3%82%8a%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%8f%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%be%e3%81%a1/
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どのような内容を掲載するのか？ 

白川地区の住民の皆様に有意義な情報をわかりやすく、読みやすく、写真やイラストを 

使いながら親しみやすい記事を掲載します。 

 

1. まち協（含む自治会、各種団体（※１）、各種会議体（※２）および学校運営協議会等）

の活動の様子    

（※１）…消防団、老人クラブ、婦人会、愛好会、子ども会 等  

（※２）…まち協運営委員会、役員・4部長会議、福祉委員会、学校運営協議会 等 

2. 行事予定（含む各種団体）等の連絡事項 

3. 地域住民の声 

4. 各自治会の人口、訃報連絡 

5. その他 有用な情報  などなど 

6. なお、小学校から発行される学校だより「明星」は従来どおり発行されます。 

 
「発刊方法」はどのようにするのか？ 

1. 頻度…毎月 1回（12 回/年度）、発行します。 

2. 用紙…A4用紙、両面、カラー版とします。 

3. 印刷…ネット印刷します（検討の結果、まち協の印刷機を使用するよりも安価）。 

4. 配布…毎月 1日発行の市広報と共に自治会を通じてお届けします。 

5. 令和 5年度「広報部」新たに組織化し、情報収集、編集および本便りを発行します。 
 

 

1. みなさん『しらかわの郷』の良いところをもっともっと知りましょう！ 

2. みなさん一人一人の手で、魅力ある『しらかわの郷』を創り上げましょう！ 

3. 創造するにはみなさんの声が必要です。是非、地区住民のみなさんの 

ご意見をお寄せください。 

是非、ご家族全員で まち協だより をお楽しみください。 

5， 白川学校運営委協議会（CS）とは？＜2018（平成 30）年 5月設立＞ 

⇒ 白川小学校と地域との組織で「地域と共にある学校づくりをめざし、学校運営につ

いて、教育目標の承認や教育課題について話し合い、より良い白川小学校を目指す。 

 

白川地区まちづくり協議会は白川小学校を核として、学校運営協議会（CS）と共に 

白川地区（上、下白木、小川）のまちづくり、地域づくりを推進するための組織です。 

文字が大きく、 

写真入りで見やすい！ 

 
6 月 1 日より毎月お届けします 

https://xsshirakawa.xsrv.jp/kameyama-mie/

